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病児保育・ 
　病後児保育 
　　　について 

病児保育・ 
　病後児保育 
　　　について 

病児保育・ 
　病後児保育 
　　　について 
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②施設の利用を希望される方は、あ
らかじめ希望する施設に受け入れ
状況を確認してください。また、
利用連絡票の用紙を準備してくだ
さい。 

※利用連絡票が発行されても、
発熱など当日の健康状態、病
状急変によっては、各施設に
おいて利用をお断りする場合
があります。 

利用希望者は、
「利用連絡票」
の用紙を持参し
て医師に発行を
依頼してくださ
い。 

④施設に利用申込書等を提出
し、病児・病後児保育をご
利用ください。 

※それぞれの施設で提出する
書類が異なりますので、ご
注意ください。 

※保育中に病状が悪化した際
には、お迎えをお願いする
ことがあります。 

子
ど
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発
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子どもの将来のために 
知っておきたい 

について 
 
について 
 

子どもの将来のために 
知っておきたい 

子どもの将来のために 
知っておきたい 

～視力検査を受けましょう～ 

市民のみなさんへお願い 

　まず、かかりつけの医師に相談してください。かかりつけの医師が不在、
近所の医療機関で診療が受けられない方は 

1042－756－9000
相模原救急医療情報センターへお電話してください。 

午前9時 午後1時 午後5時 午前9時 

…電話受付時間 
休　日 
土曜日 
平　日 

◇診療可能な医療機関を案内します。 
◇医療相談・歯科案内は行なっておりません。 
◇急病で困ったときに利用してください。 
◇応急診療が目的ですので、翌日はかかりつけの医師または近所の医師の診
察を必ず受けてください。 
◇健康保険証を必ず提示してください。されない場合は自由診療扱いとなり、
費用が高額になります。 
◇救急車は、生命に危険が生じた患者さんを一刻も早く運ぶためのものです。 
　安易な利用は避けてください。 
◇歯科の急病については休日急患歯科診療所1０４２－７５６－１５０１へ（ウェルネ
スさがみはら２階） 
◇服用している薬がある場合は、お薬手帳もしくは処方された薬をお持ちく
ださい。 

休日・夜間の急病診療制度の利用 休日・夜間の急病診療制度の利用 
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